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１ 環境方針

【基本理念】

 御前崎市は、北部は牧之原台地から続く丘陵地帯、南部は御前埼灯台の建つ岬や遠州灘海岸など

自然豊な環境に恵まれた地です。 この自然環境を現在のみならず将来へ良好な状態で引き継いで

いけるよう、環境基本計画において４つの基本理念を定めています。  

１．健全で豊かな環境の恵みを受け、良好で快適な環境を将来の世代へ継承する。 

２．自然環境に恵まれた地域特性を生かして自然と人との共生を確保する。 

３．持続的発展が可能な社会を構築する為に、全ての者が公平な役割分担の下で自主的積極的に取

り組む。 

４．すべての事業活動及び日常生活において地球環境の保全を積極的に推進する。 

【環境方針】 

（1）環境基本計画の着実な推進 

  御前崎市の望ましい環境イメージである「育てよう自然の恵みと若い夢 未来へ灯す御前崎」の実

現を目指して、地球環境保全に向けた取組を総合的に推進します。 

（2）環境に配慮した事務事業の推進 

  二酸化炭素の排出削減及び水道の使用量削減に努めるとともに、３Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ＝廃棄物の発生

抑制・Ｒｅｕｓｅ＝再使用・Ｒｅｃｙｃｌｅ＝再資源化）やグリーン購入を推進し、地球環境の保全・創造に向け、

市民・事業者との協働に取り組みます。 

（3）事務事業の継続的改善と法規制等の遵守 

 事務事業の推進にあたっては、計画、実行、点検評価、見直しの PDCA サイクルを繰り返すことで、

環境への負荷を低減するとともに、環境関連法令等についても遵守します。 

（4）環境方針の周知と公表 

 環境方針は全ての職員等に周知するとともに、環境活動レポートを市民にも公表し、環境保全の

状況の変化、市民や職員等からの意見、提案の反映に努めます。 

平成 24 年 2 月 1 日制定  

御前崎市長 石原茂雄
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２ 組織の概要 

○ 市の概要 

静岡県御前崎市は、小笠郡浜岡町と榛原郡御前崎町の２つの町が合併し、平成１６年４月１日 

に誕生しました。 

本市は、北部は牧之原台地から続く丘陵地帯、南部は御前埼灯台の建つ岬や遠州灘海岸の砂 

丘地帯など豊かな自然に恵まれた市です。 

     一方、平成２３年４月に開港４０周年を迎えた御前崎港は、５万トン級の大型コンテナ船が接岸 

できる多目的国際ターミナルを持ち、東南アジア航路が就航しています。 

    また、御前崎港と静岡空港とを結ぶ高規格道路も開通し、本市は陸・海・空の玄関口として将来

に向けて大きく発展することが期待されています。 

市の花  ハマヒルガオ              市の木  ヤマモモ 

○ 自治体名及び代表者名 

御前崎市 

 代表者 御前崎市長 石原茂雄 

○ 環境管理責任者 

環境部長 山田博之 

○ 所在地 

   静岡県御前崎市池新田５５８５番地 

○ 担当課 

    御前崎市環境部環境課生活環境係 

    担当：櫻井純二 

    電話０５３７－８５－１１６２  ＦＡＸ０５３７－８５－１１５０ 

    Ｅ-ｍａｉｌ  kankyo@city.omaezaki.shizuoka.jp
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○ 事業活動の内容 

   御前崎市役所における行政事務事業 

    御前崎市 公式ホームページ参照 

    ホームページアドレス http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp 

○ 事業の規模（平成２４年４月１日現在） 

職員数  ３２１人（病院、消防、特別職を除く） 

    延べ床面積  ６，５１０㎡（本庁舎）  ３，３８６㎡（教育会館（支所）） 

    予算額  １６，０５０，０００千円（一般会計） 

○ 取得の範囲 

   ＜初年認証取得範囲＞ 24 部署 

   ◇本 庁 …   総務課、企画財政課、広報課、防災課、税務課、議会事務局、監査委員事務局 

会計課、市民課、福祉課、高齢者支援課、国保健康課、建設課、都市計画課 

管理課、農林水産課、商工観光課、水道課、下水道課、環境課 

注）防災課のみオフサイトセンター1Ｆ事務所 

◇教育会館（支所）… 御前崎支所、教育総務課、学校教育課、社会教育課 

本 庁                                  教育会館（支所） 

＜２年後認証更新範囲＞ 

 ◇池新田浄化センター   ◇学校給食センター  ◇図書館  ◇地区公民館 

    ◇なぶら館          ◇消防署 

＜４年後認証更新範囲＞ 

◇保育園  ◇幼稚園  ◇小学校  ◇中学校   ◇市民プール 
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３ 実施体制 

　取組及び認証取得の範囲

御前崎市エコアクション21　実施体制

【対象施設及び部署：本庁舎、教育会館(支所)】

事務局
事務局長：環境課長
総務課・教育総務課

本庁舎・教育会館(支所)

内部監査員
（幹部職員会議の中から選任）

代表者

御前崎市長

環境管理責任者

環境部長

副代表者

副市長

幹部職員会議

　各部部長

各　課　職　員

活動責任者

各課課長、局長

エコアクション２１推進員（エコリーダー）

各課１名
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各組織の役割 

○ 代表者及び副代表者（市長及び副市長） 

環境方針の制定 

環境管理システムに必要な資源（人員、設備、費用）の準備 

環境管理システムの見直し、評価 

環境管理責任者の指名 

○ 環境管理責任者（環境部長） 

環境管理システムの総責任者としてシステムの構築、実施、管理 

環境管理システムの実績の代表者及び副代表者への報告 

○ 幹部職員会議（各部部長） 

取組の評価及びチェック、環境管理責任者の補助、エコアクション２１の進捗管理 

○ 活動責任者（各課課長、局長） 

各部署における適切な運用管理。環境管理システムの周知、徹底、訓練 

運用状況に関する点検、確認、評価 

内部監査に対する対応 

各部署における環境施策、取組、計画の決定 

○ エコアクション 21 推進員（エコリーダー）（各課係長） 

各部署における取組の周知、徹底 

運用状況に関する点検、確認、評価 

環境管理システムに関する実施状況の確認、記録 

各部署における環境施策、取組、計画の素案作成 

○ 職員 

市役所全体及び各部署の目標達成に向けて計画、行動の実践 

○ 内部監査員（環境部長、総務部長、教育部長） 

各部署（実行部門）に対する監査の実施 

○ 事務局 

環境管理システムに関する実施状況の取りまとめ、記録 

環境に関する職員研修等の運営 

内部監査の運営 

その他環境管理システムの運営上必要とする業務の実施 

５ 



４ 環境目標及び環境活動計画

○環境目標 

環境目標は平成２２年度を基準年度とした基準年度比を示す。 

≪本庁≫

※期間：平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月 

※電力 Co2排出係数：0.474Kg-co2/kwh 

≪教育会館（支所）≫ 

※期間：平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月 

※電力 Co2排出係数：0.474Kg-co2/kwh 

６

単位 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

基準値 排出量（kg-Co2） 目標値 目標値 目標値 

燃 

料 

使 

用 

量 

ガソリン ℓ 42,708 99,153 －２％ －４％ －６％ 

灯油 ℓ      

軽油 ℓ   363  939 －２％ －４％ －６％ 

Ａ重油 ℓ      

ＬＰガス ㎏      

電気使用量 KWｈ 863,262 409,186 －２％ －４％ －６％ 

ごみ総排出量 kg   実情把握 実情把握  

水道使用量 ㎥  7,309  －２％ －４％ －６％ 

コピー用紙使用量 枚   実情把握 実情把握  

グリーン購入金額 円   実情把握 実情把握  

「環境基本計画」（Ｈ22 年度～）推進の進捗管理 

単位 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

基準値 排出量（kg-Co2） 目標値 目標値 目標値 

燃 

料 

使 

用 

量 

ガソリン ℓ 7,534 17,490 －２％ －４％ －６％ 

灯油 ℓ      

軽油 ℓ 1,510 3,906 －２％ －４％ －６％ 

Ａ重油 ℓ      

ＬＰガス ㎏   76  228 －２％ －４％ －６％ 

電気使用量 KWｈ 273,698 129,733 －２％ －４％ －６％ 

ごみ総排出量 kg   実情把握 実情把握  

水道使用量 ㎥  570  －２％ －４％ －６％ 

コピー用紙使用量 枚   実情把握 実情把握  

グリーン購入金額 円   実情把握 実情把握  

「環境基本計画」（Ｈ22 年度～）推進の進捗管理 



○環境活動計画による取組

御前崎市では環境目標を達成するために、重点的に取り組む項目を「共通取組」と「各課重点取組」

として挙げ、取組の徹底を図ります。 

共通取組 

省エネルギー 

 昼光の利用による窓辺の消灯､昼休み若しくは職員不在時の室内フロアー及び未使用の部

屋やトイレの消灯など照明の適正管理を徹底して行う 

 離席時や長時間使用しない場合は、必ずノートパソコンのふたを閉じる。 

 エレベーターの適正使用を徹底する。 

 冷暖房の設定温度は、冷房 28℃以上、暖房 20℃以下とする。 

 電化製品（テレビ・電気ポット等）は、必要最低限の使用にとどめるよう努める。 

 ブラインドや窓などを調整し、自然光や風を利用する。 

 クールビズ、ウォームビズを徹底し、使用電力を削減する。 

 コピー機等のOA機器は、使用後に省電力モードに切り替える。 

省資源（用紙類の使用量削減） 

 配布資料や事務手続書類を少なくする工夫をする。 

 両面印刷コピー、縮小印刷コピーを徹底する。 

 簡易な文書は、電子媒体を利用しペーパーレスに努める。 

 ポスター・カレンダー等裏面が活用できる紙は、可能な限り利用する。 

節水、水の有効利用 

 公用車の洗車は必要最小限に留める。 

廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理 

 使用済み封筒を再利用する。（個人情報に注意して） 

 分別回収ボックスを適正に配置し、ごみの分別を徹底する。 

 雑紙のリサイクルを推進し、紙ごみの分別を徹底する。 

 詰替製品の利用や備品の修理等を行い､製品の長期使用に努める｡ 

 コピー機、プリンターのトナーカートリッジの回収とリサイクルを進める。 

 再使用又はリサイクルしやすい製品を優先的に購入・使用する。 

交通に伴う環境負荷の低減

 「エコドライブ 10 のすすめ」(急発進･急加速や空ぶかしの排除､駐停車中のエンジンの停止

等)を実践する。 

 複数で同一目的の出張がある場合は、公用車の相乗りをする。 

 省エネ・排出ガス削減と健康づくりのため、職員の徒歩・自転車通勤の実践をする 

 公共交通機関の利用に努める。 

グリーン購入の推進

 事務用品は、再生品、再利用品又はリサイクルしやすい製品など環境に優しい製品を購入す

る。 
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事業、事務の効率化、合理化による取組

 各施設間における文書や荷物の受渡しに連絡棚を利用する｡ 

環境への取組のための仕組み、体制の整備

 関係法令等の最新情報を常に確認する。 

 関係法令等の改正に対応する手順を作成する。 

 必要な場合、委託・協力会社等に対し、作業手順や運用基準が徹底されるよう配慮する。 

化学物質対策 

 屋外での除草剤、殺虫剤の使用を削減する。 

職員の環境教育、環境活動の推奨等

 各部署における環境への取組みを確認する。 

 地域のボランティア活動等に積極的に参加し、協力や支援を行う。 

 市民等に発送する文書に､環境に配慮する内容を記述し､市民等の環境意識の高揚を図る｡ 

情報提供等

 外部から市への苦情顛末書を作成し、対応結果等を記録する。 

各課重点取組 

≪本庁≫ 

○総務課    ・節電を徹底する。（平成 22 年度比 15％削減目標） 

節電を促す表示ラベル              電力デマンド監視装置（総務課内） 

○企画財政課  ・OA 機器を長時間使用しない場合は電源を切る。 

・メモ用紙、封筒等の雑紙リサイクルの徹底をする。 

 ・グリーン購入を推進する。 

○広報課    ・電気自動車の有効活用をする。 

                    ８         公用車（電気自動車） 



○防災課    ・車を効率よく使い、エコドライブ・安全運転に心がけガソリン使用量を減ら

す。 

        ・ゴミを出さない事を心がけ、ゴミの削減に取り組む。 

        ・冷暖房を控え、電気使用量を抑える。 

○税務課    ・ごみ分別及びリサイクル分別を徹底する。 

○議会事務局/  ・紙類の有効利用（雑紙のリサイクル推進、裏面使用等）をする。 

監査員事務局 

○会計課      ・コピーは両面を使用する。 

○市民課      ・ごみ分別及びリサイクル分別を徹底する。 

○福祉課      ・事務室内の温度上昇の抑制を図るため、 

グリーンカーテンを設置し、省エネルギー 

を推進する。 

・長時間離席する際は、パソコンのモニタ 

ーカバーを閉じ休止状態にすることで、省 

エネルギーを推進する。 

○高齢者支援課 ・グリーンカーテンを設置し省エネルギーを 

推進する。 

            ・ゴミの分別の徹底を徹底し、リサイクル 

の推進をする。                      本庁舎グリ－ンカーテン

            ・昼休みはパソコンを閉じて、事務室内を消灯し、節電を推進する。 

○国保健康課  ・紙の分別に心掛ける。 

           ・リサイクルできるものはリサイクルする。 

・自動車の乗り合いに心掛ける。 

○建設課     ・ゴミの分別を徹底し、リサイクルの 

推進をする。 

           ・昼休みは事務室内を消灯し、節電 

を推進する。 

           ・OA 機器を長時間使用しない場合 

は電源を切る。 

                               ９         再使用のための土木資材ストック 



○都市計画課  ・ゴミの分別を徹底し、リサイクルを推進する。 

           ・昼休みはパソコンを閉じて、事務室内を消灯し、節電を推進する。 

           ・「エコドライブ 10 のすすめ」を推進する。 

○管理課     ・県と連携し、御前崎遠州灘県立自然公園の保護及び利用促進を図る。 

○農林水産課  ・昼休み時間内の消灯に努め、節電意識を図る。 

           ・OA 機器を長時間使用しない場合は電源を切る。 

           ・ゴミの分別やリサイクルの分別を推進する。 

○商工観光課 ・消費者グループの活動（マイバッグ 

           推進協議会）を通してマイバックの 

推進に努める。 

           ・昼休みは基本的に消灯する。 

           ・ゴミは細かく分別して廃棄する。 

○水道課     ・ゴミの分別を徹底し、リサイクルを 

推進する。 

           ・昼休みは事務室内を消灯し、節電 

を推進する。                                   

           ・OA 機器を長時間使用しない場合は電源を切る。     分別ボックス

○下水道課  ・ゴミの分別を徹底し、リサイクルを推進する。

・ＯＡ機器を長時間使用しない場合は電源を切る｡ 

○環境課     ・雑紙の回収を徹底して、分別意識の高揚を図る。 

≪教育会館（支所）≫ 

○御前崎支所  ・再利用できることを意識して取り組む。（コピー用紙など） 

           ・ロビーの照明は開庁１０分前に点灯する。 

           ・席を離れる時にはパソコンを切る。 

○教育総務課  ・資源の有効利活用で廃棄物の削減をする。 

           ・連絡棚による事務の効率化、合理化を図る。 

           ・エコドライブで環境負荷の低減を図る。 

○学校教育課  ・資源の有効活動を徹底する。 

○社会教育課  ・メモ用紙等を雑紙リサイクルするよう徹底する。      毎朝の始業前清掃（教育会館） 
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５ 環境への取組状況と評価 

○環境負荷の状況 （基準年：Ｈ２２年２～５月 運用期間：Ｈ２４年２月～５月） 

本庁と教育会館（支所）のＣＯ2 排出量（ｋｇ-ＣＯ2） 

                                        本庁舎における平成２４年２月～５月 

      の二酸化炭素排出量については、１７． 

４％削減しました。 

                                        教育会館（支所）については同時期に 

                                       おける二酸化炭素排出量は０．７％の 

                                       増加となりました。 

本庁と教育会館（支所）の電気使用量（ｋＷｈ） 

                                        電気使用量について、必要のない照 

     明の消灯やＯＡ機器の待機電力の削 

    減に努め、基準年比で本庁が２２％の 

        削減、教育会館（支所）が６％の削減を 

                                        しました。 

本庁と教育会館（支所）のガソリン使用量（ℓ） 

                                         ガソリンは公用車の燃料として使用 

されています。公用車の購入や更新 

の際は軽自動車やハイブリッド車を 

購入しており、電気自動車も１台保有 

しています。 

                                          本庁では、基準年比で９．１％の削 

                                         減、教育会館（支所）では６．４％の 

削減をしました。 

１１ 

今後の取組 

空調機器に係る省エネに努め、省

エネ診断を受けるなどして、設備

自体の見直しを検討します。 

今後の取組 

空調機器、照明、OA機器などをこ

まめに制御し、全庁的な省エネの

継続を図ります。 

今後の取組 

エコドライブ１０の取組のますます

の推進を図ります。 
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本庁と教育会館（支所）の軽油使用量（ℓ） 

                                          軽油は、本庁と教育会館（支所）の 

非常用ディーゼル発電機の燃料と 

して用いられます。 

                                          使用量の大幅な増加は、台風によ

る長時間の停電により、非常用発電

機を運転したため、運用期間中に燃

料補充を行ったことが要因です。 

教育会館（支所）のＬＰＧ使用量（㎥） 

                                         ＬＰＧは、給湯用の燃料として用いら

れており、教育会館（支所）のみで使

用しています。基準年度に対して１３．

８％の増加となっています。 

本庁と教育会館（支所）の水道使用量（㎥） 

                                         水道使用量は本庁で５２．３％の削

減、教育会館（支所）で４％の増加と

なりました。 

                                         本庁の大幅な削減は節水効果もあ

りますが、基準年に漏水があったこと

も影響していると思われます。 

１２ 

今後の取組 

緊急事態への対応のため、適切

な補充を行うとともに、非常用発

電機器の省エネ化を検討します。 

今後の取組 

適切な使用で無駄を省き、減量し

ます。 

今後の取組 

より一層の節水を心がけると共

に、漏水調査など施設管理を徹底

します。 
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本庁舎と教育会館（支所）のコピー用紙使用量（枚） 

※Ｈ２４年１月以前のデータはありません。（運用期間：Ｈ２４年２月～５月）            単位：枚 

対 象 ２月 ３月 ４月 ５月 合計 

本     庁 １５６，４１３ １９６，６３２ ２１４，１７３ １４９，８８５ ７１７，１０３

教育会館（支所） ３４，８４０ ３５，６９０ ５０，３４５ ３８，２８７ １５９，１６２

本庁舎と教育会館（支所）のグリーン購入額（円） 

※Ｈ２４年１月以前のデータはありません。（運用期間：Ｈ２４年２月～５月）            単位：円 

分  野 本   庁 教育会館（支所） 

紙  類 ５１６，３４９ ４９，８８５

文具類 ３８，７５２ １７，６４０

ＯＡ機器 １３，４４０ ０

照明器具等 ６５，５２０ ０

制服・作業服 ５，５００ ０

合  計 ６３９，５６１ ６７，５２５

本庁舎と教育会館（支所）の廃棄物排出量（Ｋｇ） 

※Ｈ２４年１月以前のデータはありません。 （運用期間：Ｈ２４年２月～５月）           単位：Ｋｇ 

種  別 対  応 本   庁 教育会館（支所） 

白紙（コピー用紙） リサイクル ２６７ ０

新聞紙 リサイクル ２７６ ８

段ボール リサイクル ２６８ １７

雑誌 リサイクル ２８２ ３５

雑紙（ざつがみ） リサイクル ７９２ １７８

守秘義務文書 
リサイクル ５１４ １１１

廃   棄 １１４ ０

金物類 リサイクル １２ ０

ガラス類 リサイクル ９ ０

ビニール・プラスチックごみ リサイクル ５１ ８

蛍光灯 リサイクル ９ ０

粗大ごみ 
リサイクル ０ ０

廃   棄 ４１ ０

その他 
リサイクル ４ ０

廃   棄 ５ ０

可燃ごみ 廃   棄 ７２１ ４８．５

合  計 ３，３６５ ４０５．５

前年度比較は平成２５年度になって可能となりますが、分別の徹底や紙資源のリユース、リサイクルに

取り組んでいます。 

今後の取組 

今後も引き続き、紙類の分別を徹底し、リサイクルや有効活用に努め、廃棄物の削減を推進します。 
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○ 環境基本計画に基づく取組と実績の主なもの（平成２２年度実績） 

御前崎市環境基本計画では、望ましい環境像「育てよう自然の恵みと若い夢、未来へ灯す御前 

崎」を実現するために、市・市民・事業者の各主体が自らの役割を果たすよう、６つの環境目標を 

柱に取り組んでいます。 

○1  自然環境の保全と生物多様性の確保 
事業 主管課 主な取組内容 実績 

アカウミガメ保護活動 社会教育課 ウミガメ保護監視員によるアカウミガ

メの人工孵化、放流、監視、観察会、

小中学生による海岸清掃を実施。 

産卵数１７，０９４個 

観察会参加人数２，１３２人 

海岸清掃参加人数５３０人 

雨水浸透性舗装設置 都市計画課 都市計画道路整備プログラムにより

歩道舗装を雨水浸透性舗装で整備す

る。 

雨水浸透性舗装（歩道）

１２４５．５ｍ整備 

海岸林整備事業 農林水産課 町内会や企業などにより、松枯れ等

で被害のあった個所にクロマツや広

葉樹を植栽する。 

参加者数２００人 

【目標】アカウミガメの人工孵化、放流、監視、観察会の実施を継続し、保護を行います。アカウミガメの産卵を妨

害しないような海岸線道路の街灯整備など、アカウミガメの産卵環境の維持を図ります。また、海岸防風林の松枯

れ対策を進めると共に、市民との協働で飛砂防備保安林等の植林を行います。 

  アカウミガメ                        ウミガメ保護監視員 

○2  快適環境の保全と創造 
事業 主管課 主な取組内容 実績 

道路・河川愛護事業 建設課 景観を阻害しないよう、道路沿いや河

川堤防などに繁茂した草の除去を行

う。実施した町内会や団体へ補助金

を交付する。 

実施件数 

道路 ５９件 

河川 ４４件 

アダプトプログラム事業 都市計画課 市民と協働で道路や公園の環境美化

活動（アダプトプログラム）を実施する。

参加人数 １３２人 

（用途区域内） 

合併浄化槽設置推進事

業 

下水道課 生活排水による公共水域の水質汚濁

を防止するため、合併浄化槽を設置

する者に対し補助する。 

合併浄化槽設置事業費補助

金       ６１基 

【目標】河川や道路の草刈り等などの美化活動を、市民との協働により定期的に実施し、良好な環境の形成に努

めます。合併浄化槽の推進については、補助金額を増額し、年間８０～１００基の設置を目指します。 
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○3  安全・安心な生活環境の保全
事業 主管課 主な取組内容 実績 

公害対策事業（河川等

水質検査、官能検査） 

環境課 公共水域等の水質を検査し、水質状

況の把握及び水質の保全を推進す

る。 

河川   ２７箇所 

港湾    ７個所 

地下水   ２個所 

湖沼    ２０個所 

臭気測定  ６個所 

廃食油回収事業 環境課 「資源循環型社会構築のための意識

啓発」「環境負荷の軽減｣を目的に、

家庭から出る使用済みの食用油等を

回収し、ＢＤＦを精製しごみ回収車に

使用する。 

２７７リットル回収 

【目標】公害の未然防止と環境の監視のため、定期的な環境調査を継続していきます。廃食油回収については、

回収量が増加するよう啓発に努めます。 

○4  資源エネルギーの循環的利用 

事業 主管課 主な取組内容 実績 

生ごみ処理機器設置費

補助事業 

環境課 ごみ減量化に対する意識の向上を図

るために、家庭用生ごみ処理器購入

者に補助金を交付する。 

・電化製品     ２０，０００円（上限） 

・コンポスト・ぼかし ５，０００円（上限）

電気製品     １６基補助 

コンポスト・ぼかし２０基補助 

384,800 円交付 

資源集団回収促進事業 環境課 ごみの減量と資源ごみの有効活用を

図るため、資源ごみの回収事業に協

力した団体に奨励金を交付する。 

回収団体数  20 団体 

３円/Ｋｇ 

3,109,779 円交付 

古紙拠点回収事業 環境課 ＮＰＯ団体との協力で、ごみの減量と

資源ごみの有効活用を図るため、リ

サイクルボックスを設置する。 

新聞、雑誌、雑紙、段ボール

等回収量 ２１３トン 

マイバッグ推進事業 環境課 ごみ減量及び地球温暖化防止を目的

に、市民、事業者、団体、行政が連携

し、Ｈ２０年マイバッグ推進協議会を立

ち上げ、同年１０月から１２事業所でレ

ジ袋の有料化をスタートする。 

協力事業所数  １２店舗 

マイバッグ持参率 ８４．８％ 

ごみ集積所整備推進事

業 

環境課 各町内会のごみの集積所におけるご

みの散乱を防止し、環境美化の推進

を目的とし、収納施設の新設及び更

新の経費に補助金を交付する。 

１０万円を限度額とする。 

７施設補助 

700,000 円交付 
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不法投棄防止ネット                      古紙拠点回収（本庁舎駐車場） 

１６ 

事業 主管課 主な取組内容 実績 

不法投棄対策事業 環境課 不法投棄の防止及び不法投棄された

廃棄物の処理をすることにより、地域

の環境美化を図る。 

・不法投棄防止パトロール実施 

・看板等による啓発 

・不法投棄防止ネット材料支給 

・不法投棄マップ作製 

・不法投棄防止パトロール 

回数       ９４回 

・看板設置枚数  ３３枚 

・防止ネット設置   ０箇所 

・不法投棄箇所数１３８箇所 

新エネルギー・省エネル

ギー機器導入促進事業

環境課 地球温暖化防止と資源の有効利用の

促進を目的として、新エネルギー・省

エネルギー機器を設置する者に補助

金を交付する。 

・太陽光発電システム １ｋｗ当たり 

３万円（限度額１２万円） 

・太陽熱利用システム、太陽熱温水

器、風力発電機、ＨＶ・ＥＶ・ＰＨＶ車

等、ヒートポンプ型給湯器、潜熱回収

型給湯器、ガスエンジン給湯器 費用

の１/２（限度額２万円） 

・太陽光発電システム ６９件

・太陽熱利用システム  ２件

・太陽熱温水器      ８件

・ＨＶ車         １８件

・ヒートポンプ型給湯器９４件 

・潜熱回収型給湯器  ５２件

10,864,000 円交付 

【目標】３Ｒ の推進とグリーン購入の普及拡大をします。不法投棄の防止や環境美化の推進を図ります。新エネル

ギー・省エネルギー機器については、普及状況を検討し適切な補助を行います。また、太陽光発電システム等の

公共施設への設置を推進します。 



○5 地球環境の保全 
事業 主管課 主な取組内容 実績 

地球温暖化防止実行計

画推進 

環境課 実行計画に基づき、温室効果ガスの

排出抑制、循環型社会の形成促進、

経費の節減を柱に取り組みを実践す

る。 

温室効果ガス排出量 

6,273,385Kg-CO2 

（対 17 年度比－14％） 

ブラックイルミネーショ

ン・七夕ライトダウン参加

環境課 

商工観光課 

毎年恒例となったライトダウンキャン

ペーンに参加。夏至の日と七夕の２日

観光施設と庁舎のライトアップと照明

を消灯する。 

マリンパーク御前崎風力発

電所「くるくる」及び御前埼灯

台のライトアップ消灯 

エコアクション２１自治体

イニシアチブ実施 

環境課 エコアクション２１認証取得を支援する

ため、商工会の協力を得てセミナーを

実施する。 

市内１１の事業所が参加 

内３社が認証取得 

【目標】二酸化炭素排出量の削減について、市有施設だけでなく市民・事業者も同時に進めていきます。 

○6 環境教育・環境保全活動の推進 
事業 主管課 主な取組内容 実績 

磯の生物観察会 社会教育課 海洋環境の保護の大切さを知っても

らうため、マリンスポーツクラブの協力

で観察会を実施する。 

参加人数   ４４人 

ごみ分別出前講座 環境課 ごみ分別の徹底を図るため、地域へ

出向いて出前講座を実施する。 

開催回数    ２回 

アースキッズ事業 環境課 子どもたちがリーダーとなって、家庭

で地球温暖化防止に取り組むプログ

ラムです。県と地球温暖化防止活動

推進センターと市が連携・協力して実

施する。 

小学５年生  ６０人実施 

【目標】環境教育・環境学習の推進を図ると共に、市民に対し環境情報を積極的に提供します。 

磯の生物観察会                             アースキッズ（キックオフイベント） 
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６ 教育訓練の実施 

開催日 名 称 対象者 内 容 

Ｈ23．7．28 ＥＡ21 幹部職員説明会 部長、課長 ２１名 ＥＡ21 概要説明 

ＥＡ21 構築と運用 

Ｈ23．7．29 ＥＡ21 幹部職員説明会 部長、課長  ９名 ＥＡ21 概要説明 

ＥＡ21 構築と運用 

Ｈ23．8．24 ＥＡ21エコリーダー向け概要説明

会 

エコリーダー２４名 ＥＡ21 概要説明 

ＥＡ21 構築と運用 

Ｈ24．1．25 ＥＡ21エコリーダー向け運用説明

会 

エコリーダー２４名 ＥＡ21 運用説明 

Ｈ24．5．25 ＥＡ21新規エコリーダー向け運用

説明会 

エコリーダー１０名 ＥＡ21 運用説明 

Ｈ24．7．2 ＥＡ21 内部監査員研修会 内部監査員３名 ＥＡ21 内部監査について 

Ｈ24．8．30 ＥＡ21 内部監査 被監査対象３課 内部監査の実施 

７ 環境関連法規の遵守状況確認評価結果 

  環境関連法規等への違反及び利害関係者からの訴訟は平成２４年１１月２２日現在ありませんでし

た。尚、対象は本庁舎及び教育会館（支所）に所在する部署となります。 

○環境関連法規一覧 

種別 法令等名称 関係分野 関係課 遵守状況 

環
境
全
般

環境基本法 ・環境施策全般の実施 全庁 ○ 

循環型社会形成推進基本法 ・循環型社会の構築 全庁 ○ 

地球温暖化対策の推進に関

する法律 

・市役所における温暖化対策の策

定・実施及び市民への働きかけ 

全庁 
○ 

資
源
循
環
関
係

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（「廃掃法」） 

・廃棄物関連施策の実施 

・事務事業から排出される一般廃

棄物の処理 

・事務事業から排出される産業廃

棄物の処理 

全庁 

（管財係） 

（建設工事） ○ 

容器包装に係る分別収集及

び商品化の促進等に関する

法律（「容器包装リサイクル

法」） 

・廃棄物関連施策の実施 

・事務・事業から排出される廃棄

物の処理 

環境課 

○ 

使用済自動車の再資源化等

に関する法律（「自動車リサ

イクル法」） 

・公用車の廃車時の環境配慮 

・購入・入替・車検時のリサイク

ル券購入 

総務課（管財

係）ほか ○ 

資源の有効な利用の促進に

関する法律（「資源有効利用

促進法」） 

・パソコン類の廃棄時の環境配慮 広報課ほか 

○ 

特定家庭用機器再商品化法

（「家電リサイクル法」） 

・庁舎等における家電製品の廃棄、

リサイクル券の購入 

総務課（管財

係）ほか 
- 
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法令等名称 関係分野 関係課 遵守状況 

特定物質の規制等によるオ

ゾン層保護に関する法律 

・フロンを使用した業務用冷凍空

調機器類の修理・撤去・入替時の

環境配慮 

総務課（管財

係）ほか 

○ 
特定製品に係るフロン類の

回収及び破壊の実施の確保

等に関する法律（「フロン回

収破壊法」） 

国等による環境物品等の調

達の推進に係る法律（「グリ

ーン購入法」） 

・庁舎等における物品・サービス

の購入・使用における環境配慮 

全庁 

○ 

建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律（「建設

リサイクル法」） 

・地域における資材の再資源化の

促進 

・公共事業における建設廃棄物の

再資源化と再利用の促進 

建設工事担

当課 

検査室 
○ 

食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律（「食品

リサイクル法」） 

食物残渣などのリサイクル 教育総務課 

学校教育課 ○ 

公
害
対
策
関
係

大気汚染防止法 ・ボイラ等のばい煙発生装置（設

備）の使用 

・ボイラ及び冷温水発生機の使用 

教育総務課 

学校教育課 ○ 

水質汚濁防止法 ・し尿処理施設を設置する特定事

業場からの排水の水質基準 

下水道課 

環境課 
○ 

騒音規制法 ・騒音を発生する特定施設の設

置・使用 

・騒音を発生する作業（工事）の

実施 

建設工事担

当課 
○ 

振動規制法 ・振動を発生する特定施設の設

置・使用 

・振動を発生する作業（工事）の

実施 

建設工事担

当課 
○ 

悪臭防止法 ・悪臭を発生する特定施設の設

置・使用 

・地域における悪臭の防止 

（環境課） 

○ 

静岡県生活環境の保全等に

関する条例 

・大気、水質、騒音、振動、悪臭

等に関する規定、規制（特定施設

の管理、都市計画区域外の公共工

事等） 

建設工事担

当課 
○ 

化
学
物
質
危
険
物

関
係

特定化学物質の環境への排

出量の把握等管理の改善の

促進に関する法律（「PRTR

法」） 

・有機塩素系化合物など特定化学

物質の排出管理 

（総務課管

財係） 

○ 
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法令等名称 関係分野 関係課 遵守状況 

ダイオキシン類対策特別措

置法 

・ダイオキシンの排出抑制・管理

（特定施設） 

（環境課） 
○ 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の適正な処理の推進に関す

る特別措置法（「PCB 特別措置

法」） 

・ＰＣＢの適正な管理及び処理（処

理計画の策定、県知事への届出） 

総務課（管財

係） 
○ 

農薬取締法 ・公園内樹木の防除 管理課 

○ 農薬安全使用指針・農作物病

害虫防除基準（県指針）

消防法 ・市有施設等における石油製品（重

油、灯油、ガス等）の大量貯蔵（大

規模施設、スポーツ施設） 

商工観光課 

社会教育課 ○ 危険物の規制に関する政令 

高圧ガス保安法 

高圧ガス保安法施行令 

冷凍保安規則 

・冷暖房装置（第一種、第二種高

圧ガス製造施設）の管理 

（総務課管

財係） ○ 

そ
の
他

下水道法 ・公共下水道事業の運営 

・公共下水道への排水 

下水道課 
○ 

浄化槽法 ・浄化槽の保守・水質管理 浄化槽設置

施設管理課 
○ 

エネルギーの使用の合理化

に係る法律（「省エネ法」） 

・エネルギー管理指定を受けてい

る公共施設におけるエネルギーの

使用 

○ 

市
条
例
等

御前崎市環境基本条例 ・環境施策全般の実施 全庁 ○ 

御前崎市環境保全対策審議

会規則 

・環境マネジメントシステムの運

営 

全庁 

（環境課） 
○ 

御前崎市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例 

・廃棄物関連施策の実施 全庁 

（環境課） 
○ 

御前崎市下水道条例 ・下水道事業の管理・推進 下水道課 ○ 

１．環境関連法規等の内容について、正しく理解し把握して遵守する。 

２．環境関連法規等は常に最新のものとなるよう管理する。 

３．各部署において、業務上遵守が義務づけられている法律の確認作業をする。 
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○ 公害苦情件数 

   公害苦情の件数は次のとおりです。不法投棄についてはパトロールによる発見件数で、一般家庭

から出される生活ごみが主です。また犬の放し飼いやフンの後始末、空き地の除草や野焼きによ

る煙や臭いなどの生活公害の苦情が多いです。 

   市では良好な生活環境の継続的な確保のため、早期に苦情が解消できるよう当事者に理解を求

めていきます。 

年度 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 野焼き 不法投棄 雑草 犬関係 

平成21年度 0 2 1 0 8 24 193 10 6

平成22年度 1 5 3 0 2 23 138 16 7

平成23年度 2 2 1 0 4 22 89 12 12

８ 緊急事態への準備及び対応 

御前崎市役所本庁には、非常用ディーゼル発電機のタンクが地下にあり、給油口が庁舎正面玄関

駐車場にあります。防火管理者の指示のもとに、緊急時に備えた適切な管理を取ることとしています。 

 また、風水害（台風）、火災、地震などの緊急時に備えるため、「対応手順書」に基づいて対応を図り

ます。 

オイル吸着マットによる緊急時対応の試行訓練 
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９. 代表者（市長）による全体の評価

 御前崎市は、これまでに「御前崎市環境基本条例」を制定するとともに、「御前崎市地球温暖化対策

実行計画」、「環境基本計画」を策定し、それに基づいて、市の事務事業における環境への配慮の取組

と、地域の環境保全推進に関する施策を推進してまいりました。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の影響により全国的に「節電」の意識は高まり、本市に

おいても浜岡原子力発電所の運転停止という事態を受け、今まで以上の節電対策の取組が必要とな

りました。 

 こうした中、エコアクション２１の認証取得に向けての取組が始まり、冷暖房の設定温度の徹底や節

電節水意識や廃棄物等のリサイクル意識の向上が伺えています。今後においても、庁舎等の施設へ

の新エネルギー機器の導入を視野に入れた、設備自体の見直しも推進していかなければならないと感

じています。 

 今回の取組期間の結果を考察すると、まず二酸化炭素の排出量は、本庁舎で１７．４％の削減（平成

２２年度同期比）を達成しました。電気使用量についても、本庁が２２％削減、支所が６％削減（ともに

平成２２年度同期比）と大きく使用量を抑えることができました。 

また、廃棄物の排出量については、過去のデータがなく比較できませんが、市役所各課内での分別

の徹底と３Ｒに対する意識向上は確実に高まったと思われます。 

 今後は、より一層環境マネジメントシステムの構築に取り組み、率先して環境保全の取組を推進する

ことにより、自らの環境負荷を軽減していきます。 

 御前崎市の豊かな自然に環境重視をプラスした市のイメージアップを進め、地域と行政が一体となっ

た環境にやさしいまちづくりを進めてまいります。 

平成２４年１１月２２日 

御前崎市長 石 原 茂 雄 
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